
農林水産省のねらい

食生活指針の普及定着に向けたフードガイド（仮称）の作成について

厚生労働省のねらい

●食料・農業・農村基本計画（今年度、見直し）
では、脂質の摂取過多の改善等適正な栄養
バランスの実現を図るため、「食生活指針」の
普及浸透等を推進

期待される効果

バランスのとれた食生活の実現

→食料自給率の向上

●「食事摂取基準」として、科学的根拠に基づく１日に必要なエ
ネルギー・栄養素量を提示。

●「食生活指針」として、生活習慣病予防のためのバランスのと
れた食生活や食品の適切な組合せ等のスローガンの普及啓発

●管理栄養士・　栄養士による専門的な栄養指導の実施と食生
活改善推進員による普及啓発の実施

●「何を」「どれだけ」食べたらよいか、健康づくりや生活習慣
病予防の観点から適切な食事（食品）量を示し、実際の選択の
際の参考となるツールの開発が必要

バランスのとれた食生活の実現

→国民の健康づくり、生活習慣病の予防
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期待される効果

●食育推進ボランティア（全国で３万人）の養成、
食を考える月間（平成15年から毎年１月）、「食
を考える国民会議」会員等による「食生活指針」
の普及啓発活動

→指針の認知度25.1%（平成15年度）

●フードチェーン各段階において「何を」「どれ
だけ」食べればよいのかといった食料消費に係
る基本的な情報の提供が必要

●国民の目につきやすく食料選択・消費の参考
になるとともに、外食・食品供給事業者や食生
活改善に取り組む者が通常の業務活動の中で
利用できる具体的ツールの開発

資料－３

●３０～６０歳代男性の肥満の増加、野菜摂取量の不足（外食利
用者、若年者）、若年者の欠食習慣

●健康づくりの観点から食
物選択の幅を広げるために、
食品業界等における環境整
備が必要

「適量」に関するわかりやすいツールの開発

食環境へのアプローチ

●ターゲットを明確にし、個
人の行動変容を促す具体
的なメッセージが必要

個人へのアプローチ


